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答申第１４５号（諮問第１５６号）                  

    

答  申 

 

１ 審査会の結論 

  埼玉県知事（以下「実施機関」という。）が、「ＩＣレコーダの音声データの内容資料

３（平成２９年１２月２５日）」の訂正請求について、平成３０年５月２３日付けで行っ

た、訂正をしない旨の決定は、妥当である。 

 

２ 審査請求等の経緯 

（１）処分の経緯  

  ア 審査請求人は、平成２９年４月１２日付けで、埼玉県警察本部長が行った保有個

人情報の訂正をしない旨の決定及び同年４月２０日及び同年５月１５日付けで埼玉

県公安委員会が行った保有個人情報の訂正をしない旨の決定について、行政不服審

査法（平成２６年法律第６８号）に基づき、埼玉県公安委員会に対し、審査請求を

行った。 

  イ 埼玉県公安委員会は、平成２９年４月１２日付けで提起された審査請求について

は同年７月２１日付けで、同年４月２０日及び同年５月１５日付けで提起された審

査請求については同年７月３１日付けで、埼玉県個人情報保護審査会（以下「審査

会」という。）に対し諮問を行った。 

  ウ 審査請求人は、平成２９年１２月１４日付けで、埼玉県個人情報保護条例（平成

１６年埼玉県条例第６５号。以下「条例」という。）第４５条の２に基づき、審査会

に対し、前記アの審査請求に係る審査請求人の主張を理由付ける資料として、次の

資料を提出した。 

  （ア）「審査請求・証拠品提出」（審査請求人が証拠品として提出したＩＣレコーダ及

び写真１０枚について、審査請求人の意見を記載したもの。以下「意見書」とい

う。） 

  （イ）写真１０枚 

  （ウ）ＩＣレコーダ１台 
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  エ 実施機関は、前記（ア）から（ウ）までの資料について、審査会事務局として受

理し、審査会の調査審議に供するため、次の資料を作成した。 

  （ア）意見書について 「提出資料１ 審査請求・証拠品提出（平成２９年１２月１

４日収受）」（以下「本件対象保有個人情報１」という。） 

  （イ）写真１０枚について 「提出資料２ 「争点整理表」２頁１件目の情報の立証

資料」（以下「本件対象保有個人情報２」という。） 

  （ウ）ＩＣレコーダについて 「ＩＣレコーダの音声データの内容資料３（平成２９

年１２月２５日）」（以下「本件対象保有個人情報３」という。） 

  オ 審査会は、平成２９年１２月２５日の調査審議において、本件対象保有個人情報

１～３を確認した。また、ＩＣレコーダの音声データを再生し、録音されていた音

声データの内容を確認した。 

  カ 審査請求人は、平成３０年１月１７日付けで、条例第１５条第１項の規定に基づ

き、実施機関に対し、「平成２９年１２月２５日の審査会に私が証拠品として提出し

た、すべての文書。ボイスレコーダーを県政情報センターの方に文書に起こして頂

いた物も含む。」の開示請求を行った。 

  キ これに対し実施機関は、本件対象保有個人情報１及び３を特定し、平成３０年１

月３１日付けで、条例第２１条第１項の規定に基づき、保有個人情報部分開示決定

処分を行い、審査請求人に通知した。 

    部分開示とした理由は、本件対象保有個人情報１及び３のいずれについても「個

人情報保護審査会における証拠資料に係る審議の方針や論点等が記載されたもので、

答申確定前の審議検討段階の情報である。これら情報が開示されることにより、当

該審査会の審議の過程や論点等が明らかとなり、審議において率直な意見交換や意

思決定に影響を及ぼすおそれがあり、さらに中立かつ公正な判断を行うという当該

審査会の事務に支障を及ぼすおそれがあることから、個人情報保護条例第１７条第

６号及び第７号に該当するため。」とした。 

  ク また、実施機関は、本件対象保有個人情報２を特定し、平成３０年１月３１日付

けで、条例第２１条第１項の規定に基づき、保有個人情報開示決定処分を行い、審

査請求人に通知した。 

  ケ 審査会は、平成３０年３月２９日付けで、前記イで埼玉県公安委員会が行った３
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件の諮問に係る答申を行った。 

  コ 審査請求人は、平成３０年４月２５日付けで、条例第２９条第１項の規定に基づ

き、実施機関に対し、本件対象保有個人情報３の「録音日時」欄の記載について、

次に掲げる内容の訂正を求める旨の保有個人情報の訂正請求（以下「本件訂正請求」

という。）を行った。 

  （ア）「平成２９年１２月３日１２：３５～（約５５分）※ＩＣレコーダ内ディスプレ

イ上に表示」を「平成２２年４月１２日」に訂正。 

  （イ）「平成２９年１２月３日１３：３０～（約１時間）※ＩＣレコーダ内ディスプレ

イ上に表示」を「平成２２年４月１２日」に訂正。 

  サ 実施機関は、平成３０年５月２３日付けで、条例第３２条第２項の規定に基づき、

本件対象保有個人情報３について、保有個人情報の訂正をしない旨の決定（以下「本

件処分」という。）を行った。 

  シ 実施機関は、審査会が前記ケのとおり答申を行ったことにより、本件対象保有個

人情報１及び３を開示することが、審査会の審議において率直な意見交換や意思決

定に影響を及ぼすおそれ及び中立かつ公正な判断を行うという当該審査会の事務に

支障を及ぼすおそれがなくなり、条例第１７条第６号及び第７号に該当しないこと

となったとして、平成３０年６月２５日付けで、前記キで行った保有個人情報部分

開示決定処分を撤回するとともに、保有個人情報開示決定処分を行い、審査請求人

に通知した。 

（２）審査請求の経緯 

   審査請求人は、平成３０年７月３日付けで、行政不服審査法に基づき、実施機関に

対し、本件処分の取消しを求めて審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

（３）審議の経緯 

  ア 当審査会は、本件審査請求について、平成３０年１０月５日付けで、実施機関か

ら条例第４２条の規定に基づく諮問を受け、弁明書の写し及び反論書の写しを受理

した。 

  イ 当審査会は、本件審査請求について、平成３０年１０月２９日、実施機関の職員

からの意見聴取を行った。 
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３ 審査請求人の主張の要旨 

  （省略） 

 

４ 実施機関の主張の要旨 

  実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 

（１）本件対象保有個人情報３について 

   審査請求人が訂正を求めた本件対象保有個人情報３は、審査会の調査審議に供する

ため、実施機関が審査会事務局として作成した、ＩＣレコーダの音声データの概要を

記載した資料である。 

   本件対象保有個人情報３は上下２つの表で構成され、上表は「音声データ１（ＩＣ

レコーダ内のフォルダＡ内の音声データファイル２件のうちの１件目）」であり、下表

は「音声データ２（ＩＣレコーダ内のフォルダＡ内の音声データファイル２件のうち

の２件目）」である。上下表とも、録音内容に係る「録音日時」、「審査請求人側」、「相

手側」及び「内容」の項目で構成されている。 

   実施機関は、ＩＣレコーダのディスプレイ上に表示された日時を確認した。 

   さらに、表示されていた日時及び録音されていた音声データの状況から、ＩＣレコ

ーダの音声データは、当該ＩＣレコーダ以外のレコーダ（以下「他のレコーダ」とい

う。）に録音されていた音声データがＩＣレコーダに録音されたもので、その日時はＩ

Ｃレコーダのディスプレイ上に表示された日時であると判断し、本件対象保有個人情

報３の上表「録音日時」欄に「平成２９年１２月３日１２：３５～（約５５分）※Ｉ

Ｃレコーダ内ディスプレイ上に表示」と、下表「録音日時」欄に「平成２９年１２月

３日１３：３０～（約１時間）※ＩＣレコーダ内ディスプレイ上に表示」と記載した。 

（２）審査請求人の主張について 

   実施機関が前記（１）のとおり「録音日時」欄を記載したことに対し、審査請求人

は、本件訂正請求において、「録音日時」欄には他のレコーダの音声データがＩＣレコ

ーダに録音された日時ではなく、審査請求人等の音声が直接に他のレコーダに録音さ

れた日時を記載すべきである旨を主張している。さらに審査請求書において、本件対

象保有個人情報３は、審査請求人の名前で審査会に証拠品として提出されたものであ

るから、処分庁の職員が勝手な判断をし、証拠品に県の方針を押し付けるべきでなく、
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また、審査会に提出をされるような重要な証拠品であるなら、誤解を招く表現は避け

るべきである旨を主張しているが、次のとおり本件処分は適法である。 

（３）本件処分の適法性について 

   条例第２９条第１項は、「何人も、自己を本人とする保有個人情報（略）の内容が事

実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保

有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正（略）を請求することができる。」と

規定し、その対象は「事実」であって、実施機関の「評価・判断」には及ばないと解

されている。 

   本件対象保有個人情報３は、実施機関が審査会事務局として審査会の調査審議に供

するために作成した資料であり、「録音日時」欄については、前記（１）のとおり判断

して記載している。 

   本件訂正請求は、「録音日時」欄の記載の訂正を求めているものであるが、その内容

は、「録音日時」欄をどのように記載するかという実施機関の判断に対するものであり、

条例第２９条第１項の「事実」には該当しないため、本件処分に違法性はない。 

   また、「録音日時」欄の記載は、審査請求人から提出された資料には審査請求人等の

音声が他のレコーダに録音された日時の情報がなかったため、「録音日時」欄に記載し

た日時がＩＣレコーダ内ディスプレイ上に表示されたものであることを付記してその

表示された日時を記載したものであり、審査請求人等の音声が直接に他のレコーダに

録音された日時について、特段、誤解を招く表現ではない。 

   さらに、平成２９年１２月２５日、審査会がＩＣレコーダの音声データを確認する

に当たっては、実施機関が、本件対象保有個人情報３により、他のレコーダに録音さ

れていた音声データがその後ＩＣレコーダに録音されたと思われるとの説明を行い、

かつ、ＩＣレコーダの音声データが平成２２年の審査請求人等の音声であることをう

かがわせる記載のある本件対象保有個人情報１を併せて示しており、審査請求人から

提出された資料については適正に取り扱っている。 

   なお、審査請求人は、本件対象保有個人情報３は、審査請求人の名前で審査会に証

拠品として、提出されたものであるから、実施機関の職員が勝手な判断をし、証拠品

に県の方針を押し付けるべきでなく、また、審査会に提出をされるような重要な証拠

品であるなら誤解を招く表現は避けるべきである旨を主張するが、本件対象保有個人
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情報３は、実施機関が審査会事務局として審査会の調査審議に供するために作成した

ものであり、審査請求人が所有するものではなく、ましてや作成に当たって審査請求

人の考えに拘束されるものではない。 

   以上のことから本件処分は適法であり、本件審査請求は棄却されるべきである。 

 

５ 審査会の判断 

（１）本件対象保有個人情報３について 

   本件対象保有個人情報３は、前記２（１）イで埼玉県公安委員会が行った３件の諮

問について調査審議を行う審査会において、審査請求人が証拠品として提出したＩＣ

レコーダをその調査審議に供するため、実施機関がその音声データの概要を記載した

資料であり、「録音日時」欄、「審査請求人側」欄、「相手側」欄及び「内容」欄の項目

で上下２つの表により構成されている。 

（２）本件訂正請求について 

   審査請求人は、実施機関が前記４（１）のとおり「録音日時」欄を記載したことに

対して、「録音日時」欄には審査請求人等の音声を録音した日時を記載するべきである

として本件訂正請求のとおり訂正するよう求めている。 

   実施機関は、本件訂正請求は、条例第２９条第１項に規定する訂正請求の対象外で

あるとして、本件処分を行った。 

   これに対し審査請求人は、本件処分を取り消し、本件訂正請求のとおり訂正するよ

う求めているので、以下、本件処分の妥当性について検討する。 

（３）本件処分の妥当性について 

  ア 訂正請求については、条例第２９条第１項において、「何人も、自己を本人とする

保有個人情報（略）の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるとこ

ろにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正

（略）を請求することができる。」と規定されており、その対象は「事実」であって、

実施機関の「評価・判断」には及ばないと解される。 

    実施機関は、本件訂正請求の内容が「録音日時」欄をどのように記載するかとい

う実施機関の「判断」に対するものであり、条例第２９条第１項の「事実」には該

当しないと主張しているため、当審査会は、本件訂正請求が「事実」を対象とした
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ものか否かについて検討する。 

  イ 実施機関によると、ＩＣレコーダのディスプレイ上に表示されていた日時及び録

音されていた音声データの状況から、その音声データは、他のレコーダに録音され

ていた音声データがＩＣレコーダに録音されたものであって、その録音日時は、Ｉ

Ｃレコーダのディスプレイ上に表示された日時であると判断し、「録音日時」欄を記

載したとのことである。 

    また、「録音日時」欄を記載するに当たり、意見書、写真１０枚及びＩＣレコーダ

の音声データのいずれにも審査請求人等の音声が他のレコーダに録音された日時の

情報がなかったため、「録音日時」欄に記載した日時がＩＣレコーダ内ディスプレイ

上に表示されたものであることを付記して、その表示された日時を記載したと説明

している。 

  ウ 当審査会で本件対象保有個人情報３を見分したところ、「録音日時」欄の日時の記

載の後に「※ＩＣレコーダ内ディスプレイ上に表示」との記載があり、さらに、「内

容」欄には「他のレコーダに録音されていた音声を提出されたＩＣレコーダで再録

音したと思われる」との記載があることが確認できた。このことから、実施機関は、

審査請求人等の音声が直接にＩＣレコーダに録音されたのではなく、他のレコーダ

に録音されていた音声データがＩＣレコーダに録音されたものであり、ＩＣレコー

ダのディスプレイ上に表示された日時が、その録音日時であると判断しているもの

と認められる。 

    また、「録音日時」欄は、審査請求人から提出された資料から得た情報に基づき、

本件対象保有個人情報３が審査会の調査審議に供するための資料であることなど、

様々な要素を勘案した上で実施機関が記載するものであり、これに関する実施機関

の説明に不自然、不合理な点は認められない。 

  エ 以上のことから、「録音日時」欄は、こうした実施機関の「判断」を経て記載され

たものであるということができる。 

    ここで改めて本件訂正請求を見てみると、その内容は、「録音日時」欄をどのよう

に記載するかという実施機関の「判断」を対象としており、「事実」を対象としたも

のとは認められない。 

    したがって、本件訂正請求は条例第２９条第１項に規定する訂正請求の対象外で
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あるとして、「録音日時」欄を訂正しないこととした本件処分は、妥当である。 

（４）その他 

   審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するもので

はない。 

（５）結論 

     以上のことから、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 （答申に関与した委員の氏名） 

  早川 和宏、西田 幸介、東谷 良子 

 

審議の経過 

年 月 日 内     容 

平成３０年１０月 ５日 
諮問（諮問第１５６号）を受け、弁明書の写し及び反論書

の写しを受理 

平成３０年１０月２９日 実施機関からの意見聴取及び審議 

平成３０年１１月２７日 審議 

平成３１年 １月２１日 審議 

平成３１年 ２月２６日 審議 

平成３１年 ３月２５日 審議 

平成３１年 ４月１０日 答申 

 


